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構成

• 事例集公表のはじまり
• 監査品質に対する審査会の期待水準を提示
• 根本原因分析の重要性を強調
• 最近のレビュー及び検査で認識された根本原因
• むすび

– 監査法人におけるマネジメント強化の必要性
– 高品質な監査を実施するための環境整備の必要性
– 銘記すべき公認会計士の社会的使命
– 目指せ、高品質・高報酬
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事例集の公表

• 審査会は、平成16年4月の発足以来、公益の確保
及び投資家保護の観点から、監査事務所等への
検査を実施しているが、監査事務所、特に中小
規模監査事務所における品質の維持・向上に向
けた自主的な取組みを促進することを主眼に、
平成20年から『事例集』を作成・公表している。

– 審査会発足から12年、事例集の公表から数え
ても8年が経過したが、この間において監査に
対する社会の期待はますます高まり、検査も
事例集の内容も急速に進化している。
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事例集の公表（続）

• 『事例集』は、検査で指摘した主な事例を紹介する
ことによって、他の事務所の失敗を「他山の石」と
していただくという趣旨で始まり、当初は『監査の
品質管理に関する指摘事例集』と呼んでいた。

– 平成24年版から『監査事務所検査結果事例集』と
現在の名称に変更するとともに、単に指摘事例を
紹介するだけでなく、監査品質に対する審査会の
期待水準を提示するようになった。

•更に、25年版から、根本原因分析の重要性を
強調するようになり、以降、根本原因分析を
踏まえた改善を求めている。
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期待水準の提示
～平成24年版事例集より～

• （はじめに）
– 審査会検査においては、業務管理体制、職業
倫理及び独立性、監査契約の新規の締結及び
更新、監査業務の実施、監査調書、監査業務
に係る審査、品質管理のシステムの監視等、
監査事務所における監査の品質管理に関する
事項について、多岐にわたり指摘してきた。

– 本年度より、全体を「品質管理編」と「個別
監査業務編」とに大別した上で、次のように
構成することとした。
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期待水準の提示（続）

– 「品質管理編」
•品質管理に関する項目毎に、「検査における着眼点」、
「検査結果の概要」及び「監査事務所に求められる対応」
を記載した上で、指摘事例の内容を具体的に紹介する。

– 「検査結果の概要」においては、指摘事例や品質管理に
係る取組みとして積極的に評価できる事例の概要も紹介。

– 「個別監査業務編」
•特に不備が集中して見られるリスク・アプローチに基づく
監査計画の策定及びリスク対応手続、会計上の見積りの監
査、財務報告に係る内部統制の監査に焦点を当て、「検査
における着眼点」等を記載するほか、指摘事例の内容等に
応じて、指摘事例の紹介に加えて、「監査手続を実施する
際の留意点」を付記。
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• 品質管理編
• 1. 業務管理体制（1）品質管理のシステム

– （着眼点）
•監査事務所及び監査実施者が基準及び法令等を遵守して監査
業務を実施し、適切な監査報告書を発行することを合理的に
確保するために、品質管理のシステムが適切に整備・運用さ
れているか。

•監査の品質を重視する風土を監査事務所内に醸成するために、
適切な方針及び手続が定められているか。

•最高経営責任者は、監査事務所の品質管理のシステムに関す
る最終的な責任者としての職責を果たしているか。

（続く）
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具体例
～平成24年版事例集より～
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•品質管理担当責任者は、品質管理のシステムの整備・運用に
関する責任者としての職責を果たしているか。

– （検査結果の概要）
•品質管理業務専任の品質管理担当責任者（社員）を選任する
等して、品質管理のシステムの維持・向上に積極的に取り組
んでいる監査事務所が見られる。以下、省略

– （求められる対応）
•業務運営（品質管理のシステムの整備・運用）のあり方を改
めて見直すとともに、最高経営責任者、品質管理担当責任者
等が品質管理のシステムの適切な整備・運用に向けて、より
積極的に関与する体制を構築して監査の品質を重視する風土
の醸成に努める必要がある。
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具体例（続）
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• 個別監査業務編
• 監査業務の実施（2）会計上の見積りの監査

– 会計上の見積りは、経営者の主観的判断を伴うことが多く、ま
た、複雑な仮定や企業内外のさまざまな情報を基に行われるこ
とも多い。このため、見積りの不確実性の程度は、前提とされ
る情報の性質・信頼性や、経営者の偏向等による影響を受ける
可能性がある。結果的に、会計上の見積りに関する重要な虚偽
表示リスクに影響を与えることになる。

– （着眼点）
•見積りの不確実性の程度の評価においては、単に経営者から
見積りの結果を入手するだけでなく、見積りを裏付ける十分
かつ適切な監査証拠を入手し、それに対する批判的な検討を
行っているか。（続く）
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– （求められる対応）
• 会計上の見積りの監査は、財務諸表監査における不正への
対応手続としても実施が要求されている極めて重要な手続で
ある。

– 経営者の行った見積りに関する十分かつ適切な監査証拠
の入手と実施した手続の監査調書への記載については、
特に、職業的専門家としての正当な注意を払い、職業的
懐疑心を保持して対応する必要がある。
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根本原因分析の重要性
～平成25年版事例集より～

• （はじめに）
– 審査会は、各監査事務所が、本事例集に掲載
されている指摘事例やその発生原因等を参考
として、自らの監査事務所における品質管理
のシステムについて点検するとともに、品質
管理のシステムに不備事項が発見された場合
には、当該不備事項の改善に止まらず、その
根本的な発生原因を究明し、当該発生原因の
改善に取り組むことを期待している。
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根本原因分析の重要性（続）

– 特に品質管理のシステムの不備については、最高経
営責任者や品質管理担当責任者の責任が一次的には
問われるべきものの、その根本的・本質的な原因と
しては、監査事務所の組織上の問題が多く見られる
ところである。

•品質管理のシステムの整備・運用は、最高経営責任者
や品質管理担当責任者だけの課題ではない。

– 監査事務所の社員には、監査事務所の経営責任を
負う社員全員で取り組むべき業務運営上の課題で
あることを念頭に、品質管理のシステムの不備に
つながる業務運営上の要因を特定した上で、その
改善に組織的に対処することが求められる。
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改善勧告事項が生じた原因
～品質管理委員会年次報告書（平成27年度）より～

• その原因は、次の3つに大別・分類できる。

– 品質管理の軽視
– 職業的専門家としての懐疑心の発揮の不足
– 組織的な取組み姿勢の不足

• 更に、これらが生じた根本的な原因を考察すると、

– 監査事務所の財務的理由を優先した監査事務所の姿勢
•⇒トップの姿勢（tone at the top）、人事評価等に係る問題

– 他の監査事務所又は他の個別業務で生じた会計不祥事
や改善勧告事項を他人事と考える態度

•⇒組織風土の問題
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不備事項の根本原因
～検査結果事例集（平成28年版）より～
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•中小監査事務所

– 監査事務所の経営管理態勢、経営方針（評価・
報酬等の方針を含む）、又はビジネスモデル

– 最高経営責任者及び品質管理担当責任者による
品質管理に対する取組み

– 各社員の職責に対する自覚

– 社員間の相互牽制、など
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根本原因としてのビジネスモデル

• 公認会計士・監査審査会による監査法人に対する近時の
検査においては、検査で不備等が発見された場合には、
対象法人に有効な改善を促すために、当該不備の発生し
た監査法人における根本的な原因（root cause）の究明
に重点を置いている。

– その結果、特に中小の監査法人において十分な監査
リソースを有しないまま新規の監査契約を積極的に
受嘱することにより、監査の品質管理のシステムに
重大な不備が生じるなど、ビジネスモデルやガバナ
ンスに根本的な原因があるケースが多く見られてお
り…

（金融庁長官「企業会計・監査をめぐる最近の動向」
『会計・監査ジャーナル』2015年4月号、3頁）
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不備事項の根本原因（続）
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•大手監査法人
– 大手監査法人は数千人規模の人員が所属する、巨大で複雑
な組織であるため、品質管理に対する認識不足や改善策の
検証不十分といった事態が生じやすい。

•組織の末端まで品質管理の水準を向上させるためには、品質
管理体制の形式（組織・手続）を整備するのみならず、最高
経営責任者をはじめとした経営層の強いリーダーシップのも
と、各事業部が品質管理に対する認識を監査チームまで浸透
させる必要がある。

– しかし、それができていない。
•組織の末端まで監査品質を改善するための施策を浸透させる
ためには、現場が自ら施策に取り組むとともに、施策が適切
に実践されているかどうかを十分に検証する必要がある。

– しかし、それができていない。
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監査法人のマネジメントの強化が求められている
～会計監査の在り方に関する懇談会提言～

• 提言は、講ずべき取組みの第１に「監査法人の
マネジメントの強化」を挙げている。

– 監査の品質管理体制が形式的には整備されているが、組織
として監査の品質を確保するための、より高い視点からの
マネジメントが必ずしも有効に機能していない場合がある。
次のような問題は、その結果として生じている。

•監査の現場やそれを支える法人組織において職業的懐
疑心が十分に発揮されていない。

•改善策が組織全体に徹底されていない。

•監査品質の確保に重点を置いた人事配置・評価が行わ
れていない。
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組織としての監査法人の構造改革
～監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会第2回議事録より～
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• やはり監査法人の中で全部タコつぼになってい
る…コミュニケーションも悪く、横にも相談も
しないし、上にも伺わないということでやって
しまう…
– 監査法人そのものを活性化して、構造改革をして、
みんなが自由に闊達に働けるような、そんな仕組み
を入れ込むことが必要ではないか。

– キーワードは「開放性」とか「自由闊達な議論」と
かですね。

•タコつぼに戻らないようなプロフェッショナル性
の強調というのが大事かなと思います。
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組織としての監査法人の構造改革（続）
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•リーダーシップなりマネジメントという
ことと、個々の会計士のプロフェッショ
ナリズムという、この両方のバランスを
どう考えるか。

– 従来、個々の方のプロフェッショナリズムと
いうものが非常に強調されてきたということ
が今日いろいろな方から指摘されているが、
そうしたところが内部の開放性みたいな所に
つながっている部分もあるのではないか。
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経営者としての心構え
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•職員は、社長の前に立つときは演技をし
ます。一方、職員からは社長の背中がい
つも見えている

– 正面の顔は演技できますが、背中は演技がで
きません。

– 日常の振る舞いなんです。「クリーン」「オ
ネスト」「ビューティフル」は、 経営者の
三大原則です。

（『経済界』2016年9月20日号、企業統治の正鵠：
丹羽宇一郎（伊藤忠商事元社長）発言より）
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高品質な監査を実施するための環境整備の必要性
～会計監査の在り方懇提言～

• 提言は、講ずべき取組みの最後に「高品質な会計監査を
実施するための環境の整備」を挙げている。

– 最近の不正事案において、上場企業のガバナンスや内部統制は
形式的には整備されていたが、経営トップが当期利益至上主義
の下で予算の達成や実績見込みの上積みを強く求めたのに対し、
内部統制が機能せず、監査委員会等もその監査機能を発揮でき
なかったことが指摘されている。

– 財務報告に係る内部統制を適切に整備し、適正な財務諸表を作
成する責任は企業にある。このため、適正な会計監査の確保の
ためには、企業の会計監査に関するガバナンスの強化や実効的
な内部統制の確立が不可欠である。また、ITの活用も必要。

•十分な監査時間や監査人から経営陣幹部へのアクセス、監査
人と企業との十分な連携を確保するための適切な体制整備に
取り組むことが、監査役会や取締役会に求められる。
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銘記すべき公認会計士の社会的使命

• そうした企業側の責任があるとしても、会計の
公的責務が果たされているかどうかを見極める
公認会計士の責任が免れるわけではない。

– 所有と経営の分離および利害関係者の拡大によって、
信頼し得る適切な情報を提供するという会計の義務
は、公的性格を帯びてきた。そのため、会計基準が
必要となるが、会計の公的義務が果たされているか
どうかを見極める役割の多くは、公認会計士の肩に
かかっている。公認会計士は、その責任を果たすた
め、広い理解と鋭い正義感、そして高度の独立性を
備えなければならない。

（ペイトン＆リトルトン著『会社会計基準序説』より）
22



Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board

銘記すべき公認会計士の社会的使命（続）

• 監査人は、粉飾決算の防止・発見のために誠心誠意
努力をしています。私自身、監査という仕事に誇り
を持ち、監査人が粉飾決算の防止・発見をせずに誰
がするのだという気概で取り組んでいました。

– すぐに監査の限界論を口にするような公認会計士
は、監査を辞めればいいのです。もっと気概のあ
る、もっと情熱のある若手の公認会計士にどんど
ん重要な仕事を担ってもらって、日本の監査や、
日本の財務諸表の信頼性を胸を張って誇れるよう
になってもらいたいと思います。

（浜田康『粉飾決算：問われる監査と内部統制』より）
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目指せ、高品質・高報酬

• 会計監査の在り方懇提言の実現に取り組むこと
で、次の好循環が生まれることが期待される。

– ①監査法人が、実効的なガバナンスの下で、有効に
マネジメントを機能させ、企業と共に高品質で透明
性の高い会計監査を実施する。

– ②企業が監査品質を適切に評価し、その評価を踏ま
えて監査法人に監査を依頼するようになる。

– ③このような動きが、より高品質な監査を提供する
インセンティブを強化し、更に、高品質な会計監査
に企業が価値を見出す結果、監査報酬の向上につな
がる。

（「会計監査の在り方懇談会」提言より）
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